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献
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み
る
工
程
の
記
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心
柱
立
と
棟
上

心
柱
の
立
て
方

工
事
期
間

は

じ
め
に

そ

れ
は
心
柱
の
工
法
の
変
化
や
重
要
度
の
低
下
に
関
連
す
る
も
の
で
、
日
本
で

　
　
　
　
　
　
　
ω

創
始
さ
れ
た
多
宝
塔
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
室
町
時
代

以
降
に
な
る
と
、
さ
ら
に
棟
上
の
内
容
が
変
化
す
る
ら
し
く
、
工
程
か
ら
み
て

か

な
り
遅
い
時
期
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　
塔
建
立
の

際
の
重
要
な
工
程
で
あ
り
儀
式
で
も
あ
る
「
心
柱
立
」
と
「
棟

上
」
の
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
遺
構
と
文
献
の
記
録
か
ら
探
る
こ
と
と

し
、
あ
わ
せ
て
心
柱
の
工
法
、
工
事
期
間
に
つ
い
て
も
論
及
す
る
。

はじめに

　
飛
鳥
時
代
に
中
国
・
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
え
ら
れ
た
仏
塔
で
は
、
仏
舎
利
の
奉

安
に
直
接
関
係
す
る
心
柱
が
最
も
重
視
さ
れ
、
建
立
に
際
し
て
は
最
初
に
「
心

柱
立
」
が
行
わ
れ
、
そ
の
期
日
が
記
録
さ
れ
た
。
し
か
し
、
平
安
時
代
に
な
る

と
、
元
来
塔
に
は
棟
木
が
無
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
建
物
と
同
じ
「
棟
上
」

が
心
柱
立

と
同
時
に
、
あ
る
い
は
心
柱
立
に
替
わ
っ
て
記
録
に
現
れ
て
く
る
。

一　

遺
構
に
お
け
る
工
程
の
記
録

　
重
要
文
化
財
の
塔
に

つ
い

て
、
棟
札
・
墨
書
・
文
書
等
か
ら
工
程
に
係
わ
る

事
項

と
そ
の
期
日
を
あ
げ
た
の
が
表
一
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
は
、
明
通
寺
三

重
塔

な
ど
後
世
の
記
録
に
よ
っ
て
い
て
、
必
ず
し
も
建
立
時
の
状
況
を
正
確
に

1



塔における心柱立と棟上

表1遺構の工程記録
名　　　称 事　　　　　　　　　　　　項 出　　　典

明通寺三重塔 文永7（1270）10・13棟上 明通寺縁起

明王院五重塔 貞和4（1365）12・18九輪上 伏鉢刻銘

羽黒山五重塔 応和2（1369）10・30柱立，永和3（1377）4・27九輪 慶長13年棟札写

上

向上寺三重塔 永享4（1432）1・13斧斤始，同年2・18立柱，同年6 向上寺由来

・ 3上棟

法観寺五重塔 永享10・12・8立柱，同12・4・16供養 蔭涼軒日録

興福寺五重塔 応永33（1426）4・10空輪上，同年6・27上棟 古記部類

八幡神社三重塔 康正2（1456）10・8杣始，長禄元（1457）11・13番匠 心柱墨書・棟札

始，同2・2・15柱立，文正元（1466）3・29上棟

吉田寺多宝塔 寛正3（1462）1新始，同年3・5柱立 心柱墨書

小山寺三重塔 寛正6・初秋・26空輪上 相輪宝珠刻銘

智恩寺多宝塔 明応9（1500）3手斧始，同年7・26柱立，同年10・19 墨書

心柱立

大樹寺多宝塔 天文4（1535）4・29身柱立 心柱墨書

金剛寺多宝塔 慶長10（1605）9・25真柱立 心柱墨書

乙宝寺三重塔 慶長19・5・21立始，元和6（1620）4・17建納 棟札

教王護国寺五重塔 寛永18（1641）12・13新始，同19・9・3地鎮，同年9 聞書井日記

・ 5居礎，同閏9・27立柱，同20・5・2九輪之棟の槌

打，同21・7・6入仏

新勝寺三重塔 宝永6（1709）10・2細工初，同8・10・10棟上，正徳 心柱墨書

2（1712）3造立

大石寺五重塔 延享4（1747）6・28新始，寛延2（1749）6建立成就 宝塔建立之由来

興正寺五重塔 寛政9（1797）6・24新始，文化2（1805）4・29地鎮 棟札

・ 柱立，同4・10落成，同5・3・24～4・8入仏

日光五重塔 文政元（1818）9・17上棟 銅棟札

伝

え
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
も
の
も
あ
る
。
以
下
、
工
事
の
状

況
が

あ
る
程
度
分
か
る
も
の
に
つ
い
て
時
代
順
に
み
て
み
よ

う
。　

羽

黒
山

五
重
塔
　
「
慶
長
十
三
年
修
理
棟
札
写
」
に
よ
る
と
、

応
和
二
年
（
＝
二
六
九
）
十
月
晦
日
に
柱
立
を
行
い
、
七
年
六

ヵ

月
後
の
永
和
三
年
（
＝
二
七
七
）
四
月
廿
七
日
に
九
輪
を
上

げ
て
い
る
。

　
向
上
寺
三
重
塔
　
『
向
上
寺
由
来
』
で
は
、
永
享
四
年
二

四

三

二
）
正
月
十
三
日
斧
斤
始
、
二
月
十
八
日
立
柱
、
三
月
中

に

初
重
、
四
月
五
月
に
二
重
三
重
目
を
造
り
、
六
月
三
日
に
は

上
棟
を
行
っ
た
と
い
い
、
初
重
巻
斗
に
「
永
享
四
年
弐
月
十
五

日
」
の
墨
書
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、

二
重
の

簑
束
に
は
「
永
享
七
年
六
月
廿
五
日
」
の
墨
書
が
あ
る

の

で
、
棟
上
か
ら
三
年
以
上
も
雑
作
等
に
掛
か
っ
て
い
た
こ
と

が

分
か
る
。

　
法
観
寺
五
重
塔
　
『
蔭
涼
軒
日
録
』
に
よ
る
と
、
永
享
十
年

十

二
月
八
日
立
柱
、
一
年
四
ヵ
月
後
の
同
十
二
年
四
月
十
六
日

に
供
養
さ
れ
た
。

　
吉

田
寺
多
宝
塔
　
心
柱
に
墨
書
が
あ
り
、
寛
正
三
年
（
一
四

六

二
）
正
月
針
始
、
三
月
五
日
柱
立
の
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か

2



一　遺構における工程の記録

る
が
、
そ
の
次
の
「
寛
正
四
年
六
月
十
三
日
」
は
上
の
二
字
が
判
読
不
能
な
た

め

何
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
高
欄
地
覆
に
「
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）

三
月
十
一
日
」
の
墨
書
が
あ
る
の
で
、
そ
の
頃
雑
作
を
行
っ
て
お
り
、
新
始
か

ら
完
成
ま
で
は
四
年
ニ
ヵ
月
以
上
掛
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
八

幡
神
社
三
重
塔
　
心
柱
の
墨
書
に
よ
る
と
、
康
正
二
年
（
一
四
五
六
）
十

月
八
日
杣
始
、
翌
長
禄
元
年
十
一
月
十
三
日
番
匠
始
、
同
二
年
二
月
十
五
日
柱

立
が

行
わ
れ
て

い

る
。
さ
ら
に
棟
札
が
あ
っ
て
、
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
三

月
廿
九
日
上
棟
と
記
し
て
お
り
、
柱
立
か
ら
上
棟
ま
で
八
年
一
ヵ
月
を
要
し
た

こ
と
が
分
か
る
。

　
智
恩
寺
多
宝
塔
　
柱
の
墨
書
に
よ
る
と
、
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
三
月
手

斧
始
、
七
月
廿
六
日
柱
立
が
行
わ
れ
、
十
月
十
九
日
に
心
柱
立
が
行
わ
れ
た
ら

し
い
。
七
月
の
柱
立
は
下
重
の
柱
と
考
え
ら
れ
る
。

　
前
記
の
羽
黒
山
五
重
塔
・
向
上
寺
三
重
塔
・
法
観
寺
五
重
塔
・
八
幡
神
社
三

重
塔
・
吉
田
寺
多
宝
塔
で
は
「
柱
立
」
と
記
す
だ
け
で
、
心
柱
を
立
て
た
の
か

初
重
柱
を
立
て
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
法
観
寺
塔
は
心
柱
が
心
礎
上
に
立

つ
か

ら
、
心
柱
と
初
重
柱
は
ほ
ぼ
同
時
に
立
て
ら
れ
る
が
、
他
の
四
塔
は
心
柱

が

初
重
天
井
上
に
立
つ
た
め
、
初
重
柱
を
立
て
た
あ
と
暫
く
し
て
心
柱
が
立
て

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
向
上
寺
塔
・
八
幡
神
社
塔
・
吉
田
寺
塔
の
立
柱
は
手
斧

始
と
の
関
連
か
ら
す
る
と
初
重
柱
立
で
あ
ろ
う
か
。

　
乙

宝
寺
三
重
塔
　
棟
札
に
よ
る
と
、
慶
長
十
九
年
（
＝
ハ
一
四
）
五
月
廿
一

日
に
立
始
め
、
五
年
十
一
ヵ
月
後
の
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
四
月
十
七
日
に

建
納
め
て
い
る
。
元
和
五
年
九
月
四
日
の
「
造
立
」
が
何
を
指
す
の
か
は
明
ら

か
で
な
い
。

　
教
王
護

国
寺
五
重
塔
『
聞
書
井
日
記
』
に
よ
る
と
、
寛
永
十
八
年
（
一
六

四
一
）
十
二
月
十
三
日
釘
始
、
同
十
九
年
九
月
三
日
地
鎮
、
同
月
五
日
居
礎
、

約
ニ
ヵ
月
後
の
閏
九
月
廿
七
日
に
立
柱
が
行
わ
れ
て
い
る
。
翌
廿
年
五
月
二
日

「
九
輪
之
棟
ノ
槌
打
」
が
あ
り
、
同
廿
一
年
七
月
六
日
入
仏
が
行
わ
れ
た
。
餅

始
か
ら
二
年
七
ヵ
月
で
あ
る
。

　
新
勝
寺
三
重
塔
　
心
柱
に
墨
書
が
あ
っ
て
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
十
月

二

日
細
工
初
、
同
八
年
十
月
十
日
棟
上
の
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
翌
正

徳
二
年
三
月
の
造
立
は
完
成
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
大
石
寺
五
重
塔
　
『
宝
塔
建
立
之
由
来
」
に
よ
る
と
、
延
享
四
年
（
一
七
四

七
）
六
月
廿
八
日
に
新
始
が
行
わ
れ
、
二
年
後
の
寛
延
二
年
六
月
に
完
成
し
て

い
る
。

　
興
正
寺
五
重
塔
　
棟
札
に
は
、
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
六
月
廿
四
日
折

始
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
四
月
廿
九
日
地
鎮
井
に
柱
立
、
同
四
年
十
月
落

成
、
翌
五
年
三
月
廿
四
～
四
月
八
日
入
仏
と
記
さ
れ
て
い
る
。
新
始
か
ら
落
成

ま
で
十
年
四
ヵ
月
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
ほ

か
、
工
程
を
示
す
文
字
は
無
い
が
部
材
に
年
月
日
の
墨
書
が
あ

り
、
あ
る
程
度
工
事
の
状
況
が
分
か
る
も
の
と
し
て
、
根
来
寺
多
宝
塔
と
西
明

3



塔における心柱立と棟上

寺
三
重
塔

（栃
木
）
と
が
あ
る
。

　
根
来
寺

多
宝
塔
　
下
重
丸
桁
に
文
明
十
二
年
（
一
四
八
〇
）
の
墨
書
が
あ
る

の

で
、
こ
の
頃
下
重
組
物
が
組
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
上
重
軒
支
輪
裏
板

や
心

柱
継
手
に
は
明
応
五
年
（
一
四
九
六
）
の
墨
書
が
あ
り
、
相
輪
八
葉
に
永

正
十

年
（
一
五
一
三
）
、
瓦
に
同
十
二
年
の
箆
書
が
あ
っ
て
、
永
正
十
二
年
に

は

ほ

ぼ
形
の
で
き
上
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
雑
作
が
完
了
し
た

の

は
下
重
天
井
支
輪
裏
板
の
墨
書
に
み
え
る
天
文
十
六
年
（
一
五
四
七
）
頃
で

あ
ろ
う
か
。
下
重
組
立
以
来
六
十
七
年
が
経
過
し
て
い
る
。

　
西
明
寺
三
重
塔
（
栃
木
）
　
心
柱
上
部
の
刻
銘
「
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
六

月
十
八
日
」
は
心
柱
立
で
あ
ろ
う
か
。
相
輪
露
盤
に
は
「
天
文
七
年
二
月
吉

日
」
の
刻
銘
が
あ
り
、
鋳
造
あ
る
い
は
上
げ
た
時
期
を
示
し
て
い
る
。
棟
札
に

「
同
九
年
極
月
造
立
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
頃
完
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
　
文
献
に
み
る
工
程
の
記
録

　
前
項
で
み
た
よ
う
に
、
遺
構
に
つ
い
て
の
確
か
な
記
録
は
南
北
朝
時
代
以
降

し
か
な
い
。
そ
こ
で
、
文
献
に
現
わ
れ
る
鎌
倉
時
代
以
前
の
塔
に
つ
い
て
、
工

程
の

期
日
を
示
す
記
録
を
拾
っ
て
み
る
と
表
二
の
よ
う
に
な
る
。
飛
鳥
・
奈
良

時
代
は
記
録
が
少
な
く
、
そ
の
内
容
も
着
工
後
の
早
い
時
期
に
あ
た
る
「
心
柱

立
」
あ
る
い
は
「
舎
利
安
置
」
、
ほ
ぼ
形
の
出
来
上
っ
た
「
露
盤
上
」
が
断
片

的
に
み
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
平
安
時
代
に
入
っ
て
も
前
期
は
少
な
い
が
、
造

塔
が
盛
ん
に

行
わ

れ
た

後
期
に
な
る
と
日
記
類
に
記
録
が
多
く
、
か
つ
詳
細
な

も
の
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
着
工
時
の
「
事
始
」
・
「
木
作
始
し
・
「
手
斧

始
」
に
始
ま
り
、
「
築
壇
」
、
「
居
礎
」
、
「
心
柱
立
」
、
「
棟
上
」
、
そ
し
て
竣
工
時

の

落
慶
「
供
養
」
等
が
あ
り
、
工
事
期
間
の
判
明
す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。

以
下
、
主
な
も
の
に
つ
い
て
時
代
順
に
み
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
文

献
の

中
に
は
後
世
編
纂
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
て
、
検
討
を
要
す
る
記
録
が
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
法
興
寺
塔
　
推
古
天
皇
元
年
（
五
九
三
）
正
月
十
五
日
仏
舎
利
が
心
礎
に
置

か

れ
、
翌
日
刹
柱
が
立
て
ら
れ
た
（
『
日
本
書
紀
」
）
。
同
四
年
十
一
月
に
は
寺

を
造
り
終
っ
て
い
る
か
ら
、
塔
も
そ
れ
ま
で
に
竣
工
し
た
と
す
れ
ば
、
塔
の
工

期
は

四

年
足

ら
ず
に
な
る
。
『
諸
寺
縁
起
集
』
の
記
事
や
遺
跡
の
発
掘
結
果
か

ら
、
塔
は
五
重
塔
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

山
田
寺
塔
天
武
天
皇
二
年
（
六
七
三
）
十
二
月
十
六
日
に
仏
舎
利
を
納
め

て

心
柱
が
立
て
ら
れ
、
同
五
年
四
月
八
日
露
盤
（
相
輪
）
が
上
げ
ら
れ
た
（
『
上

宮

聖
徳
法
王
帝
説
』
裏
書
）
。
心
柱
を
立
て
る
前
と
相
輪
を
上
げ
た
後
の
工
事

を
加
え
る
と
、
四
年
前
後
の
工
期
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
東
大
寺
東
塔
　
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
）
三
月
三
日
に
心
柱
を
立
て
（
菅

家
本
『
諸
寺
縁
起
集
』
）
、
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
に
露
盤
を
上
げ
た
（
『
東

大
寺
要
録
」
）
と
あ
る
の
で
、
着
エ
か
ら
竣
工
ま
で
少
な
く
と
も
十
一
年
を
要

4



二　文献にみる工程の記録

表2　文献にみる工程記録

名　称1 事　　　　　　　　　　　　項 出　　　典

大野丘の北の塔 敏達天皇14（585）2・15舎利を柱頭に蔵む 日本書紀

法興寺塔 推古天皇元（593）1・15舎利を刹柱の礎中に置く，同 〃

1・16刹柱を建つ

豊浦寺塔 鐙明天皇6（634）3・15心柱を建つ 扶桑略記

山田寺塔 天武天皇2（673）12・16心柱を建て柱礎に舎利を置く， 上宮聖徳法王帝

同5・4・8露盤を上ぐ 説

法起寺三重塔 慶雲3（706）3露盤営作 露盤銘（太子伝

私記）

粟原寺三重塔 和銅8（715）4鐘盤進上 露盤銘

東大寺東塔 天平勝宝5（753）3・3心柱立，天平宝字8（764）露 諸寺縁起集，東

盤構上 大寺要録

雲林院多宝塔 天徳4（960）2・24心柱立，応和3（963）3・19供養 日本紀略

興福寺五重塔 万寿4（1027）8・23柱立，長元4（1031）10・20供養 小右記，左経記

法成寺五重塔 長元2・7・23心柱立，同3・10・29供養 小右記目録，日

本紀略

法成寺両塔（三重 承保2（1075）8・14東塔心柱立，承暦3（1079）10・ 為房卿記

塔） 5供養

教王護国寺五重塔 承暦4事始，応徳3（1086）8・18心柱立・棟上，同年 東宝記，東寺塔

10・20供養 供養記

法勝寺九重塔 永保元（1081）8・25壇築始，同年9・27居礎，同年10 水左記，帥記，

・ 27心柱立，同3・10・1供養 扶桑略記

高野山大塔 嘉保2（1095）4・10杣始，同年6・7手斧始，同3・ 高野興廃記

7・27壇築始，同年8・21石居，永長2（1097）8・21

棟上，康和元（1099）11・1葺始，同2・7・7絵，同年

完成，同5・11・25供養

舐園感神院多宝塔 永長元・10・17事始（築壇・木作始），承徳2（1098）10 中右記

・ 20供養

尊勝寺両塔（五重 康和3（1101）3・28金物を諸国に宛課す，同年10・13 殿暦，尊勝寺供

塔） 心柱立，同4・7・21供養 養記

石清水八幡宮大塔 天永元（1110）8・8木作始，同年10・5築壇，同年10 石清水文書

（多宝塔） ・ 29居礎・心柱立，同2・8・29棟上，同3・2・17供養

春日社西塔（五重 天永3・8・7事始（木作始・壇築始・礎居始），永久 殿暦，中右記

塔） 元（1113）7・10心柱立，同2・3・4心柱中柱続立，

同年7・29心末柱続立，同4・3・6供養

法界寺塔 永久2・7・5木作始，同年10・23居礎，同年11・27心 中右記

柱立，保安元（1120）8・22供養

南法華寺三重塔 永久3・1・26始，同年3・3心柱立，大治2（1127） 南法華寺古老伝

4・23供養

法成寺両塔（五重 永久5・1・20事始，元永元（1118）10・2心柱立・上 殿暦，中右記

塔） 棟，同2・8・16心柱続立，長承元（1132）2・28供養

白河泉殿三重塔 保安元・7・5壇築始，同3・10・19供養 中右記，百錬抄

白河塔 天治2（1125）10・27心柱立 中右記目録

賀茂下社塔 保安元・1・8木造始，同年7・5壇築始，同年8・3 中右記，同目録

心柱立，大治3・7・20供養

熊野本宮三重塔 保安元・7・5壇築始，大治元・11・23供養 中右記
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塔における心柱立と棟上

白河泉殿三重塔 大治4・8・3木造始，同5・2・29棟上，同年6・24 中右記，百錬抄

供養

法金剛院三重塔 長承3（1134）8・13心柱立，保延2（1136）10・15供 長秋記，中右記

養

興福寺三重塔 保延4・7・18壇築始，同年10・27棟上，康治2（1143） 興福寺別当次
12・20供養 第，本朝世紀

高野山大塔 久安5（1149）7・9事始，仁平元（1151）3・19棟上 高野春秋

久寿2（1155）4・15供養

法成寺西塔 仁平2・6・27木作始，同3・10・18棟上 兵範記，本朝世

紀

白河福勝院三重塔 仁平3・6・13木作始，同年6・15居礎，同年7・16心 兵範記

柱立，同4・10・21供養

蓮華王院五重塔 承安4（1174）7・18心柱立・上棟，治承元（1177）12 百錬抄

・ 17供養

最勝光院塔 治承2・12・2心柱立 百錬抄

筑紫安楽寺多宝塔 寿永2（1182）8・29上棟 安楽寺草創日記

東大寺東塔 元久元（1204）4・5事始，承元2（1208）8・21柱立， 百錬抄，東大寺

同3・6・10二重柱立，貞応2（1223）2・17覆鉢上， 略縁起抜書，無

同年3・13九輪上終 名字書

法勝寺九重塔 承元2・10・14事始，同4・7・16心柱立・棟上，建暦 百錬抄，明月記

元（1211）3・20六重柱立，建保元（1213）4・26供養

春日社西塔 寛元4（1246）4・25心柱立 葉黄記

教王護国寺五重塔 弘安2（1279）8・20事始，同4・8・10心柱立，同8 東宝記

・ 12・17造畢

し
た
こ
と
に
な
る
。
総
高
さ
三
二
〇
尺
に
及
ぶ
七
重
の
大
塔
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
位
の
工
期
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
教
王
穫
国
寺
五
重
塔
　
承
暦
四
年
（
一
〇
八
〇
）
に
事
始
が
あ
り
、
六
年
後

の

応
徳
三
年

（
一
〇

八

六
）
八
月
十
八
日
心
柱
立
・
棟
上
が
行
わ
れ
、
同
年
十

月
廿
日
に
供
養
さ
れ
た
と
い
う
（
『
東
宝
記
』
）
。
事
始
か
ら
心
柱
立
ま
で
の
期

間
が
長
い
の
は
と
も
か
く
、
心
柱
を
立
て
て
か
ら
ニ
ヵ
月
後
に
落
慶
供
養
と
い

う
の
は
、
工
期
的
に
は
と
て
も
無
理
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
初
め
て
「
棟

上
」
が
で
て
く
る
が
、
こ
の
塔
は
心
柱
が
心
礎
立
て
で
あ
る
か
ら
、
心
柱
立
と

同
時
に
棟
上
と
い
う
の
も
理
解
で
き
な
い
。

　
法
勝
寺

九
重
塔
　
永
保
元
年
（
一
〇
八
一
）
八
月
廿
五
日
壇
築
始
、
九
月
廿

七

日
に
居
礎
、
十
月
廿
七
日
に
心
柱
立
が
行
わ
れ
（
『
水
左
記
』
）
、
落
慶
供
養

は

二
年
後
の
同
三
年
十
月
一
日
で
あ
っ
た
（
『
扶
桑
略
記
』
）
。
そ
の
後
傾
い
た

た
め

修
理
さ
れ
、
承
徳
二
年
（
一
〇
九
八
）
十
月
廿
三
日
に
供
養
さ
れ
て
い
る

（『中
右
記
』
ほ
か
）
。

　
こ

の
塔
は
承
元

二
年

（
＝
一
〇
八
）
五
月
十
五
日
焼
失
し
、
同
年
十
月
十
四

日
事
始
、
一
年
九
ヵ
月
後
の
同
四
年
七
月
十
六
日
に
心
柱
を
立
て
て
棟
を
上

げ
、
建
暦
元
年
（
＝
二
一
）
三
月
廿
日
六
重
目
の
柱
を
立
て
（
『
百
錬
抄
』
）
、

事
始
か

ら
四
年
六
ヵ
月
後
の
建
保
元
年
（
一
二
＝
二
）
四
月
廿
六
日
に
供
養
さ

れ
た

（「
明
月
記
』
）
。
再
建
塔
は
創
建
塔
の
約
二
倍
の
工
期
を
要
し
た
こ
と
に

な
る
。
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二　文献にみる工程の記録

　
高
野
山
大
塔
創
建
塔
が
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
六
月
に
焼
失
し
た
あ
と
、

約
百
年
経
っ
た
嘉
保
二
年
（
一
〇
九
五
）
四
月
十
日
に
杣
始
が
あ
り
、
同
年
六

月
七
日
手
斧
始
、
翌
三
年
七
月
廿
七
日
壇
築
始
、
八
月
廿
一
日
石
居
が
行
わ
れ

た
。
杣
始
か
ら
二
年
四
ヵ
月
経
っ
た
永
長
二
年
（
一
〇
九
七
）
八
月
廿
一
日
に

棟
上
が

あ
り
、
心
柱
が
引
立
て
ら
れ
た
。
さ
ら
に
二
年
三
ヵ
月
後
の
康
和
元
年

（
一
〇
九
九
）
十
一
月
一
日
檜
皮
葺
始
、
翌
二
年
七
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
で

内
陣
の
彩
画
を
終
え
、
同
年
竣
工
し
て
い
る
。
落
慶
供
養
が
行
わ
れ
た
の
は
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

年
後
の
康
和
五
年
十
一
月
廿
五
日
で
あ
っ
た
（
『
高
野
興
廃
記
』
ほ
か
）
。

　

こ
の
塔
は
久
安
五
年
（
＝
四
九
）
五
月
十
二
日
に
焼
失
し
、
同
年
七
月
九

日
再
建
の
事
始
が
あ
り
、
一
年
八
ヵ
月
後
の
仁
平
元
年
（
二
五
一
）
三
月
十

九

日
棟
上
、
さ
ら
に
四
年
一
ヵ
月
後
の
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
四
月
十
五
日

供
養
さ
れ
た
（
『
高
野
春
秋
』
ほ
か
）
。
前
回
と
同
じ
く
心
柱
立
で
は
な
く
棟
上

と
記
録
さ
れ
、
工
期
も
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
紙
園
感
神
院
多
宝
塔
　
永
長
元
年
（
一
〇
九
六
）
十
月
十
七
日
に
事
始
（
築

壇
井
木
作
始
）
が
あ
り
、
丁
度
二
年
後
の
承
徳
二
年
十
月
廿
日
に
供
養
さ
れ
た

（『中
右
記
』
）
。

　
石
清
水
八
幡
宮
多
宝
塔
　
石
清
水
八
幡
宮
に
は
宝
塔
院
と
二
基
の
多
宝
塔
が

建
て
ら
れ
た
が
、
多
宝
塔
の
う
ち
大
塔
は
天
永
元
年
（
＝
一
〇
）
八
月
八
日

木
作
始
、
十
月
五
日
築
壇
、
同
月
廿
九
日
居
礎
及
び
心
柱
立
、
十
ヵ
月
後
の
天

永
二
年
八
月
廿
九
日
に
棟
上
が
行
わ
れ
た
。
木
作
始
か
ら
一
年
六
ヵ
月
後
の
同

三
年
二
月
十
七
日
に
は
供
養
が
行
わ
れ
て
い
る
（
『
石
清
水
文
書
」
）
。
居
礎
と

心
柱
立
が

同
時
に
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
心
柱
は
心
礎
立
て
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
多
宝
塔
と
し
て
は
こ
の
点
が
問
題
で
あ
る
。

　
春

日
社
西
塔
春
日
社
に
は
二
基
の
五
重
塔
が
建
て
ら
れ
た
が
、
摂
政
藤
原

忠
実
祈
願
の
西
塔
は
天
永
三
年
八
月
七
日
に
事
始
（
木
作
始
・
壇
築
始
・
礎
居

始
）
が
行
わ
れ
た
。
十
一
ヵ
月
後
の
永
久
元
年
（
＝
＝
二
）
七
月
十
日
心
柱

立
の

あ
と
、
翌
二
年
三
月
四
日
心
中
柱
続
立
、
七
月
廿
九
日
心
末
柱
続
立
が
行

わ
れ
て

お

り
、
心
柱
が
三
本
継
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
居
礎
か
ら
最
初
の

心
柱
を
立
て
る
ま
で
十
一
ヵ
月
を
要
し
て
い
る
た
め
、
心
柱
は
心
礎
上
で
は
な

く
初
重
天
井
上
に
立
て
ら
れ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
居
礎
は
木
作
始
と
同
時

に

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
お
そ
ら
く
儀
式
と
し
て
行
っ
た
も

の

で
、
心
柱
立
の
で
き
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
尊
が

四
仏
で

あ
る
と
い
う
か
ら
、
心
柱
は
心
礎
立
て
で
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
順
当

で

あ
る
。
心
末
柱
が
立
て
ら
れ
た
時
に
は
四
重
目
ま
で
組
立
が
終
っ
て
お
り
、

さ
ら
に
ニ
ヵ
月
半
後
の
十
月
十
五
日
に
は
五
重
の
組
立
が
完
了
し
た
。
落
慶
供

養
は
事
始
か
ら
三
年
七
ヵ
月
後
で
あ
る
（
『
殿
暦
』
『
中
右
記
』
）
。

　
法
界
寺
塔
　
日
野
法
界
寺
の
塔
は
永
久
二
年
（
＝
一
四
）
七
月
五
日
に
木

作
始
、
十
月
廿
三
日
居
礎
、
そ
の
一
ヵ
月
後
十
一
月
廿
七
日
に
心
柱
を
立
て
て

い

る
。
供
養
が
行
わ
れ
た
の
は
心
柱
立
か
ら
五
年
九
ヵ
月
後
の
保
安
元
年
（
一

＝
一
〇
）
八
月
廿
二
日
で
あ
っ
た
（
『
中
右
記
』
）
。
心
柱
立
が
居
礎
か
ら
一
力
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塔における心柱立と棟上

月
後
と
い
う
の
は
少
し
早
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
本
尊
は
釈
迦
・
多
宝
の

二
仏
で
あ
る
か
ら
、
心
柱
を
天
井
上
に
立
て
た
と
み
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
法
成
寺
東
西
両
塔
　
永
久
五
年
正
月
八
日
に
焼
失
し
た
東
西
両
三
重
塔
は
、

五
重
塔

と
し
て
計
画
さ
れ
直
ち
に
同
月
廿
日
事
始
が
行
わ
れ
（
『
殿
暦
』
）
、
一

年
九
ヵ

月
後
の
元
永
元
年
（
一
＝
八
）
十
月
二
日
に
心
柱
立
・
上
棟
が
行
わ

れ

た
。
そ
の
十
ヵ
月
後
、
翌
二
年
八
月
十
六
日
心
柱
続
立
が
あ
り
、
さ
ら
に
十

二
年
六
ヵ
月
経
っ
た
長
承
元
年
（
一
ニ
ニ
ニ
）
二
月
廿
八
日
に
落
慶
供
養
さ
れ

た

（『
中
右
記
」
）
。
些
か
期
間
が
長
過
ぎ
る
が
、
こ
れ
は
造
塔
に
あ
た
っ
た
近

江
守
為
隆
が
工
事
中
に
没
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
『
知
信
朝
臣
記
』
所
収
の
指

図
に
よ
る
と
、
両
塔
と
も
心
柱
は
心
礎
立
て
で
、
西
塔
に
金
剛
界
大
日
四
躰
、

東
塔
に
胎
蔵
界
大
日
四
躰
を
祀
っ
て
い
た
。

　
賀
茂
下
社
塔
　
保
安
元
年
一
月
八
日
木
造
始
、
七
月
五
日
に
築
壇
・
居
礎
、

そ
の
一
ヵ
月
後
八
月
三
日
に
心
柱
を
立
て
て
い
る
（
『
中
右
記
」
）
。
木
造
始
か

ら
八
年
六
ヵ
月
後
の
大
治
三
年
（
一
一
二
八
）
七
月
廿
日
に
供
養
さ
れ
た
ら
し

　
　
　
　
　
　
㈲

い

（『中
右
記
目
録
』
）
。

　

こ
の
塔
は
約
廿
年
後
に
焼
失
し
た
ら
し
く
、
仁
平
二
年
（
＝
五
二
）
七
月

九

日
に
再
建
供
養
さ
れ
て
い
る
。
『
兵
範
記
」
に
よ
る
と
、
塔
は
多
宝
塔
で
、

釈
迦
・
多
宝
二
仏
を
安
置
し
、
天
蓋
が
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
心
柱
は
天
井
上

に

立
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
白
河
泉
殿
三
重
塔
　
白
河
殿
に
は
多
く
の
塔
が
建
て
ら
れ
た
が
、
そ
の
う
ち

の

一
基
、
家
保
が
九
体
阿
弥
陀
堂
と
一
諸
に
造
立
し
た
三
重
塔
は
、
大
治
四
年

（
一
一
二
九
）
八
月
三
日
木
作
始
、
翌
五
年
二
月
廿
九
日
棟
上
が
行
わ
れ
た

（『中
右
記
』
）
。
’
同
年
六
月
廿
四
日
に
供
養
さ
れ
た
（
『
長
秋
記
』
『
百
錬
抄
』
）

と
す
る
と
、
木
造
始
か
ら
十
一
ヵ
月
し
か
経
っ
て
お
ら
ず
少
々
早
過
ぎ
る
の

で
、
こ
の
時
の
供
養
を
こ
の
塔
と
み
る
に
は
や
や
問
題
が
あ
ろ
う
。

　
法
金
剛

院
三
重
塔
　
長
承
三
年
（
＝
三
四
）
八
月
十
三
日
に
心
柱
を
立
て

（『
長
秋

記
」
）
、
二
年
ニ
ヵ
月
後
の
保
延
二
年
十
月
十
五
日
に
供
養
さ
れ
て
い
る

（『中
右
記
』
）
。

　
興
福
寺
三
重
塔
　
皇
嘉
門
院
御
願
の
三
重
塔
は
保
延
四
年
（
一
＝
二
八
）
七

月
十
八
日
壇
築
始
、
同
年
十
月
廿
七
日
棟
上
（
『
興
福
寺
別
当
次
弟
』
）
、
そ
れ

か

ら
五
年
ニ
ヵ
月
後
の
康
治
二
年
（
一
一
四
三
）
十
二
月
廿
日
供
養
さ
れ
た

（『
本
朝
世
紀
』
）
。

　

白
河
福
勝
院
三
重
塔
仁
平
三
年
（
＝
五
三
）
六
月
十
三
日
木
作
始
・
築

壇
、
十
五
日
居
礎
が
行
わ
れ
、
一
ヵ
月
後
の
七
月
十
六
日
に
心
柱
が
立
て
ら
れ

て

い

る
。
七
月
十
六
日
の
記
事
か
ら
、
心
柱
が
初
重
天
井
上
に
立
て
ら
れ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
居
礎
か
ら
心
柱
立
ま
で
一
ヵ
月
と
い
う
期
間
は
、
前
述

の

法
界
寺
、
賀
茂
下
社
両
塔
と
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
年
三
ヵ
月
後
の
仁

平
四
年
十
月
廿
一
日
供
養
が
行
わ
れ
て
お
り
、
本
尊
は
釈
迦
・
多
宝
二
仏
で
、

来
迎
壁
が
あ
っ
た
と
い
う
（
『
兵
範
記
』
）
。

　
蓮
華
王
院
五
重
塔

　
承
安
四
年
（
一
一
七
四
）
七
月
十
八
日
心
柱
立
井
F
上
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三　心柱立と棟上

棟
、
三
年
五
ヵ
月
後
の
治
承
元
年
（
一
一
七
七
）
十
二
月
十
七
日
に
供
養
さ
れ

て

い

る
（
『
百
錬
抄
』
）
。
『
吉
記
』
承
安
四
年
二
月
八
日
の
記
事
に
よ
る
と
、
二

月
十
六
日
に
心
柱
を
立
て
る
予
定
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
東
大
寺
東
塔

　
治
承
四
年

（
一
一
八
〇
）
に
兵
火
で
焼
失
し
た
あ
と
、
元
久

元
年

（
一
二
〇
四
）
四
月
五
日
に
な
っ
て
再
建
の
事
始
（
『
百
錬
抄
』
）
、
承
元

二
年

（
二
一
〇
八
）
八
月
廿
一
日
柱
立
、
翌
三
年
六
月
十
日
二
重
目
柱
立
が
行

わ
れ

た
。
そ
の
後
工
事
は
一
時
中
断
さ
れ
た
が
、
建
保
四
年
（
＝
＝
六
）
再

開
さ
れ
（
『
東
大
寺
略
縁
起
抜
書
』
）
、
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
三
月
十
三
日

に

は

九
輪
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
『
無
名
字
書
』
）
。
完
成
し
た
の
は
安
貞
元
年

（
一
二
二
七
）
頃
ら
し
い
。

三
　
心
柱
立
と
棟
上

　
遺
構
と
文
献
に
つ
い
て
造
塔
の
工
程
に
関
す
る
記
録
を
み
て
く
る
と
、
時
代

に

よ
っ
て
内
容
が
少
し
違
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
ず
奈
良
時
代
以
前
で

は
、
心
柱
立
・
舎
利
安
置
、
露
盤
上
の
記
録
が
で
て
く
る
。
こ
の
時
代
の
塔
は

三
重
・
五
重
・
七
重
・
九
重
の
い
わ
ゆ
る
層
塔
形
式
で
、
遺
構
・
遺
跡
で
み
る

か

ぎ
り
心
柱
は
掘
立
て
あ
る
い
は
心
礎
立
て
と
さ
れ
て
い
る
。
造
塔
の
目
的
は

仏
舎
利
の
奉
安
に
あ
り
、
必
ず
仏
舎
利
が
心
礎
・
心
柱
・
相
輪
の
い
ず
れ
か
に

奉
安
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
仏
舎
利
に
直
接
関
連
す
る
心
柱
が
最
も
重
視
さ

れ
、
建
立
に
際
し
て
は
真
先
に
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
組
立
て
工
事

の

開
始
を
示
す
段
階
と
し
て
工
程
上
も
重
要
で
あ
っ
た
。
一
方
、
露
盤
（
相

輪
）
は
屋
根
が
葺
き
終
っ
て
か
ら
上
げ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
組
立
て
工
事
が
ほ

ぼ
終
っ
た
こ
と
を
示
す
段
階
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
も
、
相
輪
は
仏
塔
の

源
流
で

あ
る
イ
ソ
ド
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
を
形
ど
っ
た
も
の
で
あ
り
、
仏
塔
の
象
徴

と
も
い
え
る
部
分
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
上
げ
る
意
義
は
大
き
い
。

　
平
安
時
代
前
期
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
平
安
時
代
後
期
に

な
る
と
、
工
程
を
示
す
記
録
が
増
え
、
そ
れ
だ
け
儀
式
ば

っ

た

行
事
も
多
く
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
中
で
問
題
と
な
る
の
は
棟

上
で

あ
る
。
他
の
建
物
で
は
軸
組
の
最
上
部
に
棟
木
が
あ
り
、
こ
れ
を
上
げ
る

と
ほ
ぼ
建
物
の
形
が
で
き
上
る
の
で
、
棟
上
は
工
事
の
前
半
に
お
け
る
重
要
な

区
切
り
と
し
て
儀
式
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
塔
に
は
棟
木
に
相
当
す
る
材
が

な
く
、
元
来
棟
上
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
記
録
に
現
わ
れ
る
棟
上
は

何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
最
初
に
棟
上
が
で
て
く
る
の
は
、
応
徳
三
年
の
教
王
護
国
寺
五
重
塔
で
あ
る

が
、
前
述
の
よ
う
に
こ
の
記
録
に
よ
る
と
工
程
上
無
理
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
や

や
信
愚
性
に

欠
け
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
信
頼
の
お
け
る
記
録
と
し
て
は
、

永
長
二
年
の
高
野
山
再
建
大
塔
が
最
初
で
あ
ろ
う
。
『
高
野
興
廃
記
』
等
に
よ
る

と
礎
石
を
据
え
た
一
年
後
に
棟
上
が
行
わ
れ
て
お
り
、
心
柱
立
は
み
ら
れ
な
い
。

棟
上
は

「
此

日
下
柱
皆
立
、
心
柱
引
立
」
と
あ
っ
て
、
下
重
の
柱
を
立
て
た
上
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塔における心柱立と棟上

に

心
柱
を
立
て
た
こ
と
が
分
か
る
。
心
柱
を
受
け
る
梁
を
棟
木
に
み
た
て
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
の
記
録
に
は
各
柱
の
寸
法
等
も
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

さ
か
ら
み
て
も
心
柱
が
下
重
天
井
上
に
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
塔

は

い
わ

ゆ
る
大
塔
形
式
の
多
宝
塔
で
、
大
日
五
仏
を
本
尊
と
す
る
か
ら
、
中
尊
を

下
重
中
央
に
安
置
す
る
た
め
、
心
柱
が
天
井
上
に
上
げ
ら
れ
た
と
解
釈
さ
れ
る
。

　
続
い
て
多
宝
塔
に
つ
い
て
み
る
と
、
石
清
水
八
幡
宮
多
宝
塔
で
天
永
二
年
に

棟
上
が
行
わ
れ
て

い

る
。
こ
の
塔
は
、
十
ヵ
月
前
に
居
礎
と
心
柱
立
が
同
時
に
行

わ
れ
て
お

り
、
こ
の
記
録
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
心
柱
は
心
礎
立
て
と
な
る
が
、
そ

う
だ
と
す
れ
ば
棟
上
が
何
を
指
す
の
か
分
か
ら
な
く
な
る
。
本
尊
は
釈
迦
・
多
宝

二
仏
で
あ
る
か
ら
心
柱
が
あ
っ
て
も
そ
の
前
に
二
仏
を
安
置
す
れ
ば
よ
い
が
、

現
存
す

る
遺
構
で
み
る
か
ぎ
り
多
宝
塔
で
心
柱
を
心
礎
立
て
と
し
た
も
の
は
な

い
。
後
世
編
纂
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
か
ら
、
間
違
い
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。

　
筑
紫
安
楽
寺
多
宝
塔
で
は
寿
永
二
年
（
＝
八
二
）
に
上
棟
の
記
録
が
あ
る

が
、
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。

　
同
じ
多
宝
塔
で
も
雲
林
院
多
宝
塔
・
賀
茂
下
社
塔
に
は
棟
上
の
記
録
が
見
当

ら
な
い
。
前
者
は
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
に
心
柱
が
立
て
ら
れ
た
が
、
本
尊
と

し
て
大
日
五
仏
を
安
置
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
心
柱
は
天
井
上
に
立
て
た
と

考

え
た
い
。
後
者
は
居
礎
の
一
ヵ
月
後
に
心
柱
立
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
心

柱
を
天
井
上
に
立
て
た
と
み
て
も
よ
い
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。

　
法
界
寺
塔

も
釈
迦
・
多
宝
二
仏
を
本
尊
と
す
る
が
、
多
宝
塔
か
三
重
塔
な
の

か

は
不
明
で
あ
る
。
や
は
り
棟
上
の
記
録
は
み
ら
れ
な
い
が
、
永
久
二
年
居
礎

の
一
ヵ
月
後
に
心
柱
立
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
心
柱
は
天
井
上
に
立
て
ら
れ

た

の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
層
塔
で
棟
上
の
記
録
が
あ
る
も
の
を
み
よ
う
。
法
成
寺
東
西
両
塔

は
、
前
述
し
た
よ
う
に
心
柱
を
心
礎
立
て
と
し
た
五
重
塔
で
、
元
永
元
年
に
心

柱
立
・
上
棟
が
行
わ
れ
た
。
『
殿
暦
」
に
よ
る
と
、
「
依
立
塔
心
柱
上
棟
也
、

（中
略
）
立
柱
之
後
、
先
東
塔
付
綱
、
次
西
塔
立
了
、
又
著
絹
屋
、
次
乱
声
上

棟
」
と
あ
り
、
心
柱
立
を
上
棟
と
同
じ
意
味
に
扱
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
塔
本
来

の
心
柱
立
の

意
義
を
忘
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
法
成
寺
塔
と
同
様
の
扱
い
は
蓮
華
王
院
五
重
塔
と
法
勝
寺
再
建
九
重
塔
の
記

録
に
も
み
え
る
。
前
者
は
承
安
四
年
に
心
柱
を
心
礎
上
に
立
て
て
い
る
が
、

『
百
錬
抄
』
は
こ
れ
を
「
立
心
柱
井
上
棟
」
と
記
し
て
い
る
。
後
者
は
承
元
四

年
に
心
柱
立
を
行
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
を
『
仁
和
寺
日
次
記
』
で
は
「
心
柱
立

之
井
棟
上
也
」
と
記
し
て
い
る
。
永
保
元
年
の
創
建
時
に
は
心
柱
立
し
か
で
て

こ

な
い
。
創
建
塔
の
心
柱
が
礎
石
立
て
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
百
錬
抄
』
保
延

六
年
十
一
月
十
四
日
の
記
事
「
被
直
法
勝
寺
九
重
塔
心
柱
基
、
土
気
二
尺
許
朽

損
之
故
也
」
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
り
、
再
建
塔
も
お
そ
ら
く
こ
れ
を
踏
襲
し
た

と
思
わ
れ
る
。

　
伊
予
守
家
保
の
造
立
し
た
白
河
泉
殿
三
重
塔
や
興
福
寺
三
重
塔
・
法
成
寺
西

塔
に

も
棟
上
の
記
録
が
み
ら
れ
る
。
白
河
泉
殿
三
重
塔
で
は
木
造
始
か
ら
七
力
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三　心柱立と棟上

月
後
の
大
治
五
年
に
、
興
福
寺
三
重
塔
で
は
壇
築
始
の
三
ヵ
月
後
の
保
延
四
年

に
、
法
成
寺
西
塔
で
は
木
作
始
か
ら
一
年
四
ヵ
月
後
の
仁
平
三
年
に
、
そ
れ
ぞ

れ

棟
上
が

行
わ
れ
て

い

る
。
三
塔
と
も
心
柱
立
の
記
録
は
見
当
ら
ず
、
ま
た
心

柱
が
心
礎
立
て
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
天
井
上
に
立
っ
て
い
た
の
か
は
明

ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
法
成
寺
西
塔
は
前
身
塔
と
同
じ
く
五
重
塔
で
あ
ろ
う

か

ら
、
心
礎
立
て
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
法
成
寺
東
塔
の
承
保
二
年
、
興
福
寺
五
重
塔
の
万
寿
四
年
、
尊
勝
寺

五
重
塔
の
康
和
三
年
、
春
日
社
西
塔
の
永
久
元
年
、
南
法
華
寺
三
重
塔
の
永
久

三
年
、
法
金
剛
院
三
重
塔
の
保
延
二
年
、
白
河
福
勝
院
三
重
塔
の
仁
平
三
年
、

最
勝
光
院
塔
の
治
承
二
年
の
各
記
録
に
は
心
柱
立
だ
け
で
、
棟
上
は
見
当
ら
な

い
。
こ
の
う
ち
、
法
金
剛
院
・
白
河
福
勝
院
両
三
重
塔
は
心
柱
が
天
井
上
に
立

て

ら
れ
た
が
、
法
成
寺
塔
は
薬
師
寺
塔
を
模
し
た
と
い
う
か
ら
心
柱
は
心
礎
立

て

で

あ
ろ
う
し
、
興
福
寺
・
春
日
社
の
両
五
重
塔
も
本
尊
が
四
仏
で
あ
る
か
ら

心
礎
立
て

で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ほ
か
の
塔
の
心
柱
の
立
て
方
は
分
か
ら

な
い
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
残
さ
れ
た
記
録
か
ら
判
断
す
る
と
、
「
棟
上
」
は
十
一
世

紀
末
の
多
宝
塔
で
最
初
に
現
わ
れ
る
。
平
安
時
代
に
密
教
寺
院
で
創
建
さ
れ
た

多
宝
塔
で
は
、
仏
舎
利
の
奉
安
は
行
わ
れ
ず
、
大
日
五
仏
が
本
尊
と
し
て
安
置

さ
れ
た
た
め
、
心
柱
に
対
す
る
考
え
方
の
相
違
や
本
尊
安
置
の
関
係
か
ら
、
心

柱
は
天
井
上
に
立
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
下
重
の
柱
上
に

梁

を
架
け
て
心
柱
を
立
て
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
梁
を
上
げ
る
こ
と
を
棟
上
と

称

し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
多
宝
塔
で
は
従
来
の
層
塔
ほ
ど
心
柱
が
重
要
な

意
味
を
も
た
な
か
っ
た
た
め
、
「
心
柱
立
」
よ
り
も
梁
を
上
げ
る
「
棟
上
」
の

方
が
他
の
仏
堂
等
と
同
じ
よ
う
に
重
ん
じ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
石

清
水
八
幡
宮
多
宝
塔
の
よ
う
に
、
十
二
世
紀
初
に
は
心
柱
を
心
礎
立
て
と
し
た

多
宝
塔
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
十

二
世
紀
初
に
な
る
と
、
層
塔
で
も
棟
上
の
記
録
が
み
ら
れ
る
。
は
じ
め
、

多
宝
塔
に
お
い
て
天
井
上
に
梁
を
架
け
て
心
柱
を
立
て
る
こ
と
を
棟
上
と
称
し

て

い
た

も
の
が
、
次
第
に
層
塔
に
も
波
及
し
、
心
礎
立
て
・
天
井
上
の
如
何
に

か

か

わ
ら
ず
、
心
柱
立
を
他
の
建
物
に
お
け
る
棟
上
と
同
等
に
み
な
す
よ
う
に

な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
以
来
、
多
宝
塔
・
層
塔
と
も
心
柱
立
と
棟

上
が
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
遺
構
に
つ
い
て
み
る
と
、
室
町
時
代
以
降
柱
立
と
棟
上
が
明
ら

か
に

別
の

工
程
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
向
上
寺
三
重
塔
で
は
永
享
四
年
立

柱
後
、
初
重
を
一
ヵ
月
半
、
二
重
・
三
重
を
そ
れ
ぞ
れ
一
ヵ
月
で
造
っ
た
あ
と

に

上
棟
が
行
わ
れ

た
。
工
期
か
ら
み
て
、
立
柱
は
初
重
の
柱
立
で
あ
り
、
上
棟

は
全
体
の
軸
組
が
組
み
上
っ
た
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

　
八
幡
神
社
三
重
塔
で
は
、
初
重
柱
か
心
柱
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
長
禄
二

年
に
柱
立
が
行
わ
れ
、
八
年
以
上
経
っ
て
か
ら
上
棟
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
間
が

少

し
長
過
ぎ
る
の
で
、
工
事
が
中
断
さ
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
こ

11



塔における心柱立と棟上

の
上
棟
も
お
そ
ら
く
軸
部
全
体
が
組
み
上
っ
た
段
階
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

　
教
王
護
国
寺
五
重
塔
に
は
棟
上
の
文
字
こ
そ
な
い
が
、
「
九
輪
之
棟
ノ
槌
ヲ

打
」
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
こ
れ
が
ま
さ
に
向
上
寺
・
八
幡
神
社
両
三
重
塔
の

上
棟
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
軸
組
の
組
上
げ
が
終
わ
り
、
左
義
長

柱
上
に

相
輪
の
露
盤
を
載
せ
る
井
桁
を
組
む
こ
と
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
あ
と
、
新
勝
寺
三
重
塔
・
日
光
五
重
塔
に
み
ら
れ
る
上
棟
も
同
様
の
工
程

を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
室
町
時
代
以
降
の
塔
で
は
心
柱
受
梁
を
上
げ
る
従
来
の
棟
上

と
は
違
っ
て
、
他
の
建
物
と
同
じ
く
軸
組
が
完
了
し
た
時
点
で
の
「
上
棟
」
が

行
わ
れ
た

ら
し
い
。
「
立
柱
」
も
行
わ
れ
た
が
、
「
心
柱
立
」
で
は
な
く
初
重
の

柱
立
で
あ
る
ら
し
く
、
こ
の
点
も
他
の
建
物
と
変
わ
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
心
柱
を
重
視
し
な
く
な
っ
た
結
果
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

こ

う
し
た
扱
い
が
南
北
朝
時
代
あ
る
い
は
鎌
倉
時
代
ま
で
湖
る
か
否
か
は
、
い

ま
の
と
こ
ろ
資
料
不
足
で
判
明
し
な
い
。
、

四

　
心
柱
の
立
て
方

　
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、
多
宝
塔
に
お
い
て
は
創
建
当
初
か
ら
あ
る
い
は
創

建
後
間
も
な
く
、
心
柱
が
下
重
天
井
上
に
立
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
層

塔
に

お
い
て

も
平
安
時
代
以
降
心
柱
を
天
井
上
に
立
て
る
も
の
が
現
わ
れ
る
。

そ

れ

は
お

そ
ら
く
多
宝
塔
の
影
響
を
受
け
て
、
大
日
如
来
の
五
仏
あ
る
い
は
独

尊
を
本
尊
と
し
て
祀
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
遺
構
に
つ
い
て
み
る
と
、
承
安
元

年

（
一
一
七
一
）
建
立
の
一
乗
寺
三
重
塔
・
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）
移
築
の

浄
瑠
璃
寺
三
重
塔
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
れ
以
降
の
三
重
塔
は
す
べ
て
が
そ
う

な
っ
て
い
る
。
五
重
塔
は
建
保
二
年
（
二
二
四
）
の
海
住
山
寺
五
重
塔
が
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

初

で
、
そ
れ
以
降
は
心
礎
立
て
と
ほ
ぼ
半
々
と
な
る
。
塔
の
遺
構
は
天
暦
五
年

（
九

五
一
）
完
成
の
醍
醐
寺
五
重
塔
か
ら
一
乗
寺
三
重
塔
ま
で
二
二
〇
年
の
間

に

一
基
も
存
在
し
な
い
が
、
丁
度
そ
の
頃
は
最
も
造
塔
の
盛
ん
な
時
代
で
、
新

形
式
の
多
宝
塔
が
普
及
し
、
層
塔
の
心
柱
の
工
法
に
も
変
化
を
来
た
し
た
時
代

で
は

な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
文
献
に
現
わ
れ
る
層
塔
の
う
ち
、
心
柱
を
天
井
上
に
立
て
た
確
か
な
例
は
、

保
延
二
年

（
一
＝
二
六
）
供
養
の
法
金
剛
院
三
重
塔
が
最
初
で
あ
り
、
続
い
て

久
寿
元
年

（
一
一
五

四
）
供
養
の
白
河
福
勝
院
三
重
塔
が
あ
る
。
法
金
剛
院
塔

は

五
仏
、
白
河
福
勝
院
塔
は
釈
迦
・
多
宝
の
二
仏
を
本
尊
と
し
て
い
た
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

心
柱
が
初
重
に
な
い
方
が
本
尊
を
安
置
し
易
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
同
じ
層
塔
で
も
五
重
塔
は
三
重
塔
と
違
っ
て
い
て
、
心
柱
を
天
井
上
に
立
て

た
例
は

平
安
時
代
に
は
見
当
ら
な
い
。
長
承
元
年
（
一
＝
三
一
）
供
養
の
法
成

寺
東
西
五
重
塔
で
は
、
心
柱
は
心
礎
上
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
『
吉
記
」
承
安

四
年
二
月
十
七
日
の
記
事
に
「
院
仰
云
、
蓮
華
王
院
御
塔
御
仏
被
始
八
体
了
、

而
御
覧
法
金
剛
院
御
塔
之
庭
、
中
尊
一
体
脇
士
四
体
也
、
頗
宜
之
様
御
覧
之
、
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四　心柱の立て方

（
中
略
）
予
申
云
、
五
重
塔
有
心
柱
被
安
置
八
体
也
、
三
重
塔
無
心
柱
、
安
置

五
体
歎
、
法
金
剛
院
三
重
御
塔
歎
、
此
條
錐
不
及
異
議
、
不
及
執
奏
」
と
あ
る

よ
う
に
、
十
二
世
紀
末
に
は
五
重
塔
で
は
心
礎
立
、
三
重
塔
で
は
天
井
上
と
い

う
の
が
普
通
で
、
そ
れ
は
安
置
仏
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
心
柱
立
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
飛

鳥
・
奈
良
時
代
の
掘
立
て
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
記
録
が
な
い
が
、
遺
跡
の
発

掘
調
査
に

よ
っ
て
あ
る
程
度
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
山
田
寺
や
川
原
寺
の
塔
で

は
、
ま
ず
地
面
を
総
掘
り
し
て
版
築
で
基
壇
を
築
い
て
ゆ
き
、
あ
る
程
度
高
く

な
っ
た
と
こ
ろ
で
心
礎
穴
を
掘
る
。
そ
の
穴
へ
心
礎
を
、
亡
り
込
ま
せ
る
た
め
に

傾
斜

し
た
溝
を
掘
り
、
心
礎
を
据
え
た
あ
と
そ
の
溝
に
心
柱
を
ね
か
せ
、
徐
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に

立
て

て

い
っ

た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
斜
め
に
ね
か
せ
た
心
柱

を
ど
の
よ
う
に
し
て
垂
直
に
立
て
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
心
礎
立
て

の
場
合

は
、
永
保
元
年
十
月
廿
七
日
法
勝
寺
九
重
塔
心
柱
立
の
様

子
が

『
帥
記
』
に
、
ま
た
元
永
元
年
十
月
二
日
法
成
寺
両
塔
心
柱
立
の
様
子
が

『
中
右
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
「
御
塔
壇
上
結
麻
柱
、
工
等
登
上
、

上
卿
喚
弁
髄
、
相
尋
刻
限
、
午
二
点
者
、
時
助
依
上
気
色
、
多
時
助
打
之
、
㎎

麻
柱
下
工
夫
揚
声
、
次
立
柱
、
鹸
蠣
麻
」
と
あ
っ
て
、
基
壇
上
に
足
代
（
麻
柱
）
を

設
け
、
足
代
の
上
と
下
に
工
人
が
い
て
柱
を
立
て
た
こ
と
が
分
か
る
。
後
者
は

「
行
高
打
鐘
、
殿
下
取
綱
、
繭
醒
棘
幽
進
内
府
以
下
随
召
令
曳
綱
結
、
則
立
定
心

柱
、
是
従
本
麻
柱
中
寄
立
礎
傍
例
也
、
則
立
定
了
、
又
令
取
西
塔
綱
給
始
初
、

蹴
頭
則
立
定
了
」
と
あ
っ
て
、
心
柱
の
綱
を
引
き
、
周
り
に
足
代
を
設
け
た
心

礎
に

立
て

定
め

た

と
い
う
。

　
天
井
上
に
立
て
た
例
と
し
て
は
、
仁
平
三
年
七
月
十
六
日
の
白
河
福
勝
院
三

重
塔
心

柱
立
に
つ
い
て
『
兵
範
記
』
は
「
御
塔
壇
上
、
兼
結
麻
柱
、
立
四
方

柱
、
調
一
重
組
物
懸
垂
木
等
、
心
柱
同
仮
立
中
心
、
未
立
堅
、
（
中
略
）
次
工

等
登
麻
柱
大
工
則
経
、
鱗
、
於
前
庭
行
事
、
末
工
等
立
心
柱
、
固
沮
物
退
下
、

次
引
以
工
散
位
兼
貞
捧
五
色
幣
、
登
麻
柱
、
大
工
則
経
同
登
副
心
柱
立
幣
、
両

人
相
共
退

下
」
と
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
基
壇
上
に
足
代
を
設
け
、
初
重

の
柱
を
立
て
て
組
物
・
軒
を
組
み
、
心
柱
を
一
旦
仮
立
て
し
て
お
い
て
か
ら
、

工
人
が

足
代
に
上
っ
て
立
て
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
じ
天
井
立
て
の
法
金
剛

院
三
重
塔
に
つ
い
て
は
、
『
長
秋
記
』
の
長
承
三
年
八
月
十
二
日
の
条
に
「
塔

経
蔵
皆
結
麻
柱
、
引
度
棟
木
、
御
塔
立
心
借
柱
、
壇
未
堅
、
伍
礎
只
如
在
也
」

と
あ
っ
て
、
経
蔵
の
棟
上
と
同
時
に
心
柱
立
を
行
っ
て
い
る
が
、
塔
は
基
壇
が

ま
だ
固
ま
ら
な
い
た
め
仮
心
柱
を
立
て
た
と
い
い
、
形
ば
か
り
の
心
柱
立
で
あ

っ

た

ら
し
い
。
高
野
山
大
塔
の
承
徳
元
年
八
月
廿
一
日
の
心
柱
立
（
上
棟
）
に

つ
い
て

は
す
で
に
述
べ
た
。

　

次
に
、
心
柱
の
続
立
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
塔
の
心
柱
は
一
本
で
通
し

た

も
の
で
は
な
く
二
、
三
本
継
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
通
し
材
だ
と
そ
れ

だ

け
の
長
い
真
直
な
材
を
調
達
す
る
の
が
大
変
だ
し
、
立
て
る
こ
と
も
む
ず
か

13
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し
く
な
る
。
五
重
塔
の
場
合
は
三
本
継
が
多
い
よ
う
で
、
遺
構
の
例
で
は
醍
醐

寺
・
明
王
院
・
教
王
護
国
寺
各
塔
が
あ
る
。
文
献
を
み
て
も
、
春
日
社
西
塔
は

心
柱
が
三
本
継
で
、
『
殿
暦
』
・
『
中
右
記
』
に
最
初
の
心
柱
立
か
ら
中
・
末
の

心
柱
続
立
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。
法
成
寺
両
塔
に
も
心
柱
続
立
の
記
録
が
み

ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
第
二
柱
と
記
し
て
お
り
、
何
本
継
で
あ
っ
た
の
か
は

分
か
ら
な
い
。

五
　
工
　
事
　
期
　
間

　
お

し
ま
い
に
、
工
事
期
間
に
も
少
し
ふ
れ
て
お
こ
う
。
記
録
に
現
わ
れ
る
心

柱
立
・
棟
上
・
供
養
等
は
日
を
選
び
儀
式
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実

際
の
工
程
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
醍
醐
寺
五
重
塔
で
は
朱

雀
上
皇
崩
御
の
た
め
に
落
慶
供
養
を
一
年
遅
ら
せ
て
い
る
し
（
『
吏
部
王
記
』
）
、

高
野
山
大
塔
で
は
竣
工
後
三
年
経
っ
て
供
養
が
行
わ
れ
た
。
心
柱
立
や
棟
上
の

日
を
予
定
よ
り
少
し
遅
ら
せ
た
例
は
多
い
。
ま
た
、
工
事
は
必
ず
し
も
継
続
し

て

行
わ

れ

る
と
は
限
ら
ず
中
断
す
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
経
過
し
た
年
月
が
そ

の

ま
ま
工
事
期
間
に
は
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。
根
来
寺
多
宝
塔
は
そ
の
極
端

な
例
で
、
文
明
十
二
年
（
一
四
八
〇
）
の
下
重
組
立
か
ら
天
文
十
六
年
（
一
五

四

七
）
の
雑
作
ま
で
六
十
七
年
も
か
か
っ
て
い
る
。
東
大
寺
東
塔
（
再
建
）
は

承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）
八
月
に
立
柱
、
翌
年
六
月
二
重
が
立
柱
さ
れ
な
が
ら

一
時
工
事
が
中
断
し
、
建
保
四
年
（
＝
二
六
）
一
月
に
な
っ
て
再
開
、
貞
応

二
年

（
一
二
二

三
）
三
月
九
輪
を
上
げ
終
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
中
断
し

た
期
間
が
ほ
ぼ
つ
か
め
る
の
は
稀
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
陰
暦
で
は
閏
月
が
あ
る
た
め
、
月
数
は
や
や
こ
し
く
な
る
が
、
こ

れ

ら
の
こ
と
を
含
ん
だ
上
で
あ
え
て
工
期
を
数
え
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る

（図
一
・
図
二
参
照
）
。

　
事
始
・
木
作
始
・
手
斧
始
か
ら
竣
工
・
供
養
ま
で

高
野
山
大
塔
（
一
次
再
建
）

感
神
院
多
宝
塔

石
清
水
多
宝
塔

春
日
社
西
塔

南
法
華
寺
三
重
塔

法
界
寺
多
宝
塔

法
成
寺
両
塔

（
五
重
塔
）

賀
茂
下
社
塔

白
河
泉
殿
三
重
塔

高
野
山
大
塔
（
二
次
再
建
）

白
河
福
勝
院
三
重
塔

東
大
寺
七
重
塔
（
再
建
）

法
勝
寺
九
重
塔
（
再
建
）

約

五
年
六
ヵ
月

　
二
年

　
一
年
六
ヵ
月

　
三
年
七
ヵ
月

　
二
年
一
ヵ
月

　
六
年
一
ヵ
月

十
三
年
五
ヵ
月

　
八
年
六

ヵ
月

　
　
　
十
一
ヵ
月

　
五
年
九

ヵ
月

　
一
年
四
ヵ
月

約
二
十
三
年

　
　
　
四
年
六
ヵ
月
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五　工　事　期　間

図1　遺構の工程

　　　　　　　ネセ
羽黒山五重塔…立
　　　　　　雛毒

孔
至

向上寺三重塔　、

法縦五重塔ユ
　　　　　　　魏
八幡神社三重塔
　　　　　　　盤
吉田寺多宝塔

智恩寺多宝塔

乙宝寺三重塔
　　　　　　　麸
教王護国寺五重塔

　　　　　　　裂
新勝寺三重塔
　　　　　　　蕗
大石寺五重塔
　　　　　　　纂
興正寺五重塔

雑
作

。
。

羅
雑
作
⇒

　
　
一

上
棟
↑

　
　
…

轡
始

豊　覇

謡静
入
仏

肇豊

成
就

迎
立

欝 ㍉
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9　10　11年

図2　文献にみる工程
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供
養

雲林院多宝塔一竜
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養

事
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築
壇

供
養

供
養

」
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築
壇

供
機

奮機
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　　　　　　露
高野山大塔
　　　　　　蚕
法成寺西塔
白河福勝院三重塔

法金剛腫塔・一妻棟

　　　　　　壇上

供
養

供
養

棟
上

供
養

棟
上

　　　　　　離
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養
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塔における心柱立と棟上

　
向
上
寺
三
重
塔

　
吉

田
寺
多
宝
塔

　
乙
宝
寺
三
重
塔

　
教
王
護
国
寺
五
重
塔

　
新
勝
寺
三
重
塔

　
大
石
寺
五
重
塔

　
興
正
寺
五
重
塔

築
壇
か

ら
供
養
ま
で

　
法
勝
寺
九
重
塔

　
熊
野
本
宮
三
重
塔

　
白
河
泉
殿
三
重
塔

　
興
福
寺
三
重
塔

（
現
存
）

三
年
六
ヵ
月
（
雑
作
ま
で
）

四
年
三
ヵ
月
（
雑
作
ま
で
）

五
年
十
一
ヵ
月

二
年
七
ヵ

月
（
入
仏
ま
で
）

二
年
五
ヵ
月

二
年

十
年
四

ヵ
月

二
年
一
ヵ
月

六
年
四

ヵ
月

二
年
三
ヵ
月

五
年
五
ヵ
月

　
こ

の
場
合
は

木
作
始
か
ら
築
壇
ま
で
の
工
期
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
そ
れ
は
一
ヵ
月
か
ら
六
ヵ
月
位
で
あ
ろ
う
か
。

　
心
柱
立
か

ら
供
養
ま
で

雲
林
院
多
宝
塔

興
福
寺
五
重
塔
（
前
身
）

法
成
寺
五
重
塔

法
成
寺
東
塔
（
三
重
塔
）

尊
勝
寺
両
塔

三
年
一
ヵ
月

四
年
ニ
ヵ
月

一
年
三
ヵ
月

四

年
ニ
ヵ
月

　
　
九

ヵ
月

法
金
剛
院
三
重
塔

蓮
華
王
院

五
重
塔

法
観
寺
五
重
塔

西
明
寺
三
重
塔

二
年
ニ
ヵ
月

三
年
五
ヵ
月

一
年
四
ヵ

月

三
年
六
ヵ

月
（
雑
作
ま
で
）

　
こ

の
場
合
は
木
作
始
か
ら
心
柱
立
の
工
期
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の

期
間
は
前
記
の
例
で
み
る
と
相
当
長
短
が
あ
っ
て
一
ヵ
月
か
ら
一
年
九
ヵ
月
、

極
端
な
例
を
除
く
と
三
ヵ
月
か
ら
一
年
位
で
あ
ろ
う
か
。

　
な
お
、
以
上
の
う
ち
で
白
川
泉
殿
三
重
塔
と
尊
勝
寺
両
塔
の
一
年
未
満
と
い

う
の
は
い
か
に
も
短
く
、
問
題
が
あ
ろ
う
。

　
こ

の

よ
う
に
、
工
事
期
間
は
各
塔
に
よ
っ
て
随
分
と
異
な
り
、
標
準
的
な
工

期
は
つ
か
み
が
た
い
。
規
模
の
大
小
、
形
式
の
別
を
は
じ
め
、
建
立
場
所
の
地

理
的
条
件
、
建
立
者
の
経
済
能
力
、
当
時
の
社
会
状
勢
等
に
よ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
か
ろ
う
。
な
お
、
以
上
の
工
事
期
間
に
は
材
料
調
達
の
期
間
は
含
ま

れ
て

い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

注ω
　
多
宝
塔
に
つ
い
て
は
、
そ
の
名
称
や
初
期
の
形
態
等
に
問
題
が
あ
る
が
、
こ
こ
で

　
は
現
在
多
宝
塔
と
称
さ
れ
る
下
重
方
形
、
上
重
円
形
の
平
面
を
も
つ
形
式
の
塔
を
指

　
す
こ
と
と
す
る
。
拙
稿
「
宝
塔
と
多
宝
塔
」
（
『
仏
教
芸
術
』
一
五
〇
号
、
昭
和
五
十

　
八
年
九
月
）
参
照
。

②
　
高
野
山
大
塔
再
建
の
工
程
期
日
に
つ
い
て
は
、
記
録
に
よ
っ
て
多
少
の
違
い
が
あ

　
る
。
『
高
野
山
文
書
』
で
は
杣
始
を
嘉
保
二
年
四
月
、
壇
築
始
を
同
三
年
七
月
廿
日
、

　
『
高
野
春
秋
』
で
は
壇
築
始
を
七
月
七
日
、
竣
工
を
康
和
二
年
十
月
廿
五
日
と
し
て
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い
る
。

㈲
　
『
百
錬
抄
』
に
よ
る
と
、
こ
の
時
供
養
さ
れ
た
の
は
東
塔
で
、
5
6
の
塔
が
三
年
後

　
の
天
承
二
年
十
月
十
日
に
供
養
さ
れ
て
い
る
。

ω
　
『
高
野
山
旧
記
』
大
塔
再
建
時
の
記
録
は
創
建
塔
の
寸
法
等
に
も
ふ
れ
て
お
り
、

　
心
柱
の
長
さ
を
嘉
保
二
年
の
記
事
で
は
十
五
丈
五
尺
二
寸
、
康
和
二
年
の
記
事
で
は

　
七
丈
末
一
丈
三
尺
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
創
建
大
塔
の
心
柱
は
嘉
保
二
年
の

　
記
事
に
よ
れ
ば
心
礎
、
康
保
二
年
の
記
事
に
よ
れ
ば
天
井
上
に
立
つ
こ
と
と
な
り
、

　
矛
盾
す
る
。
両
者
の
記
録
は
柱
の
本
数
等
も
少
し
違
っ
て
お
り
、
ど
ち
ら
が
正
し
い

　
の
か
簡
単
に
は
決
め
ら
れ
な
い
。

㈲
　
拙
稿
『
日
本
仏
塔
の
形
式
、
構
造
と
比
例
に
関
す
る
研
究
』
（
私
家
版
、
昭
和
五

　
十
八
年
一
月
）
参
照
。

⑥
　
五
仏
の
場
合
は
中
央
に
中
尊
を
置
き
、
そ
の
四
方
に
四
仏
を
配
す
る
。
二
仏
の
場

　
合
は
横
に
並
べ
て
安
置
す
る
の
で
、
心
柱
の
前
で
も
よ
い
が
、
や
は
り
心
柱
の
な
い

　
方
が
具
合
が
よ
い
。
四
仏
の
場
合
は
心
柱
の
四
方
に
四
面
を
向
い
て
置
か
れ
る
こ
と

　
に
な
る
。

⑦
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
川
原
寺
発
掘
調
査
報
告
書
』
（
昭
和
三
十
五
年
三

　
月
）
及
び
『
飛
鳥
藤
原
宮
発
掘
調
査
概
報
七
』
（
昭
和
五
十
二
年
五
月
）
参
照
。

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
情
報
資
料
研
究
部
）
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